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2026 年３月 23 日 

一般社団法人全国銀行協会 

 

2025 年度活動の総括および 2026 年度の SDGs の主な取組項目について 
 

１．2025 年度活動の総括および取組項目見直しの趣旨 

➣ 2025 年度は、主要国の通商政策や ESG 政策の大幅な見直しが世界経済や企業活動

に影響を与える一方、国内経済では「失われた 30 年」からの脱却に向けた動きが進

み、「金利のある世界」への移行とともに、価値創造型経済へ転換する好機を迎えた

年となった。こうした状況を踏まえ、全銀協は 2025 年度を「日本の成長加速と社会

課題解決に貢献し、活力ある未来への礎を築く１年」と位置づけ、以下の３本の柱を

掲げて SDGs の掲げる目標の実現に向けた取組みを進めてきた。 

第１の柱：インベストメントチェーンの活性化を通じた「成長と分配の好循環」の

加速（関連する SDGs 目標（※）④、⑤、⑦、⑧、⑩、⑫、⑬、⑭、⑮） 

第２の柱：安心・安全で利便性の高い、時代に即した金融インフラの実現（目標⑨） 

第３の柱：健全かつ強靭な責任ある金融システムの維持・高度化（目標⑯） 

➣ 第１の柱では、社会経済全体の 2050 年カーボンニュートラル／ネットゼロへの公

正な移行（SDGs 目標 13「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」）などサス

テナビリティ課題の解決に向け、「カーボンニュートラルの実現に向けた全銀協イニ

シアティブ 2025」を踏まえつつ、国内外の議論への参画や意見発信・情報提供等の取

組みを継続して実施した。 

➣ 第２の柱では、SDGs 目標９（「強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な

産業化の促進およびイノベーションの推進を図る」）の実現に向け、手形・小切手の電子化や

地方税目の QR コード納付の普及を推進するとともに、全銀ネットにおいては資金決

済システムの将来像・あるべき姿について中長期的な視点で議論を実施した。 

➣ 第３の柱では、 SDGs 目標 16（「持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべ

ての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制

度を構築する」）の実現を見据え、マネー・ローンダリング対策の一環として、マネー・

ローンダリング対策共同機構において AI スコアリングサービスを開始したほか、多

様化・巧妙化する金融犯罪の状況を踏まえ、引き続き安心・安全な金融取引の確保に

向けた対策に取り組んだ。 

➣ SDGs の達成期限である 2030 年まで残り５年弱となり、SDGs の達成およびポスト

SDGs に向けた議論が進展する中で、社会課題解決への期待・関心は一層高まってい
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る。全銀協は今後も経済・社会のニーズを的確に捉え、会員銀行による SDGs 達成に

向けた取組みを力強く後押ししていく。 

➣ こうした認識のもとづき、今般、2025 年 3 月 13 日に改定した全銀協の SDGs の主

な取組項目について必要な見直しを行い、後記「２．」のとおり、2026 年度の取組項

目を設定した。 

 

※SDGs17 の目標 
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２．2026 年度の SDGs の主な取組項目について 

※下線部は 2025 年度から内容に変更が生じたもの 

課題（大項目） 
2026 年度の具体的な取組み 

 課題（中項目） 

1. SDGs/ESG に関する会員銀行の取組みの一層の推進（共通）【担当：サステナビリティ推進検討部

会】 

 SDGs/ESG に関

する会員銀行の

取組みの一層の

推進 

 SDGs の主な取組項目のフォローおよび銀行界を取り巻く環境等を踏まえ

た所要の見直し 

 SDGs（金融経済教育に関する対応を含む）に関する会員銀行の取組状況等

を把握するためのアンケート調査の継続実施および会員銀行の取組み周

知・促進等を目的とした「全銀協 SDGs レポート」の公表等による情報提

供 

 子ども・若者の貧困問題解決への貢献を目的とした日本証券業協会との 

MOU にもとづく所要の活動の実施 

 日本証券業協会と連携した株主優待こども・若者貧困対策支援機構の円滑

な運営および会員銀行による同機構を通じた寄付活動の後押し 

2. 2050 年カーボンニュートラル/ネットゼロへの「公正な移行」の実現をはじめとしたサステナビリ

ティ課題解決に向けた銀行界に期待される役割の発揮（目標⑦、⑫、⑬、⑭、⑮）【担当：サステナ

ビリティ推進検討部会、健全性規制等検討部会】 

 (1) 2050 年カー

ボンニュートラ

ル/ネットゼロへ

の「公正な移行」

の実現をはじめ

としたサステナ

ビリティ課題解

決に向けた銀行

界に期待される

役割の発揮  

 会員銀行による顧客企業とのエンゲージメント円滑化に向けた、説明資

料・支援ツールの更新、関係省庁・団体等を招いた勉強会の開催 

 トランジション・ファイナンスやインパクト・ファイナンスなどサステナ

ブル・ファイナンスの裾野拡大に向けた先駆的な取組事例の共有、関係省

庁の審議会等への参画および意見発信 

 企業および会員銀行の開示の充実に向けたサステナビリティ開示に関す

る会員銀行の取組状況の把握や先駆的な事例共有、IFRS 財団の国際サステ

ナビリティ基準審議会および金融審議会等、国内外のサステナビリティ・

非財務情報開示の検討状況等のフォローおよび意見発信 

 気候関連リスクや自然関連リスクをはじめとしたサステナビリティ関連

の金融リスク管理に関する国際的な議論への参画、関係省庁の検討状況の

フォローおよび意見発信 

 カーボンニュートラルとネイチャーポジティブ・サーキュラ―エコノミー

との統合的な取組みやソーシャル（社会）課題への対応など多様化するサ

ステナビリティ課題に関する国際議論、関係省庁の検討状況のフォローお
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課題（大項目） 
2026 年度の具体的な取組み 

 課題（中項目） 

よび意見発信 

(2) 2050 年カーボ

ンニュートラル

に向けた会員銀

行の取組状況等

に関する調査 

 経団連の「カーボンニュートラル行動計画」、「循環型社会形成自主行動計

画」、「生物多様性宣言イニシアチブ」をはじめとする銀行界の各種取組み

に関する進捗状況および全銀協目標の達成具合を把握するためのフォロ

ーアップ調査の継続実施（会員銀行における温暖化対策、廃棄物対策、プ

ラスチック関連対策、生物多様性保全等に係る取組状況） 

3. 地域経済の活性化、地方創生への取組み（目標⑧）【担当：融資業務態勢検討部会】 

 地域経済の活性

化、地方創生への

取組み 

 地方創生に関し、地域未来戦略本部をはじめとする関係省庁・自治体・機

関等の施策のフォローや、調査協力・周知依頼等に対しての必要な対応の

実施 

 

 会員銀行における地方創生に関する取組事例についての調査および対外

的な情報発信の必要に応じた実施 

 「地方創生 SDGs 官民連携プラットフォーム」等を通じた地方創生に係る

情報収集、および必要に応じた会員銀行への情報還元など地方創生に関す

る個別行の取組みのサポートの実施 

4. 高齢者等、様々な利用者に対する金融アクセス・サービスの拡充等（目標⑧）【担当：高齢社会対応

等検討部会、サステナビリティ推進検討部会、人権・同和問題検討部会】 

 高齢者等、様々な

利用者に対する

金融アクセス・サ

ービスの拡充等

に向けた取組み

の推進 

 「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の施行・「高齢社会対策

大綱」等、高齢顧客との金融取引に係る政府・関係団体の動向や会員銀行

における取組状況等のフォローと必要に応じた会員銀行への情報提供や

会員銀行間における意見交換等の実施、および金融取引の代理等に関する

考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関

する考え方の更新要否や新たな考え方の策定等の検討・実施 

 バリアフリーに関する会員銀行の取組状況等を把握するためのアンケー

ト調査の継続実施、関係省庁等における議論のフォロー・ヒアリング等で

の意見発信および会員銀行への情報提供等 
 「全国銀行協会コミュニケーション支援用絵記号デザイン」の改訂に向け

た検討および改訂の実施 

5. 安全性・利便性を両立し次世代を見据えた金融インフラの実現（目標⑨）【担当：決済高度化検討部

会、税・公金収納効率化検討部会、振込・代理事務取扱検討部会】 



 

5 
 

課題（大項目） 
2026 年度の具体的な取組み 

 課題（中項目） 

 (1) 関係省庁、関

係産業団体への

働きかけおよび

事業者等への周

知活動を通じた

全銀 EDI システ

ム（ZEDI）の利活

用促進 

 関係省庁・関係産業団体との連携の継続、および事業者等に対する ZEDI

に対応した会計ソフトウェアの利用促進に関する周知活動等の実施 

(2) 手形・小切手

機能の全面的な

電子化等に向け

た取組み促進 

 金融界において策定した「手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自

主行動計画」にもとづく最終目標（2026 年度末までに交換枚数をゼロにす

る）の達成に向けた各金融機関における取組施策等の実施状況の確認・フ

ォローアップの実施、および最終目標の達成状況を確認したうえでの 2027

年度以降の取組内容についての検討の実施 

 金融庁・中小企業庁等関係省庁と連携したうえでの、産業界への働きかけ

の実施 

 

 でんさいネットと連携したうえでの、手形・小切手機能の電子化に係る周

知・広報の実施 

 中間的な評価の結果を踏まえた抜本的な取組みにおける、電子交換所シス

テムの更改を行わないという方針を踏まえ、手形・小切手以外の交換証券

類（その他証券類）について、関係機関・関係省庁とも連携したうえでの、

交換枚数の極小化に向けた取組みの実施 

(3) 税・公金収納

の効率化の促進

（納税通知書等

のデジタル化や

地方税統一QRコ

ードの税・公金に

おける活用の促

進） 

 地方公金の納付における QR コードの活用状況を踏まえ、必要に応じた関

係機関（総務省・地方税共同機構）との連携および活用対象となる公金の

拡大に向けての必要な対応の実施 

 会員銀行ヒアリング等を通じた税・公金の電子納付に関する課題の把握、

および関係先に対する税・公金の電子納付の推進等に関する要望活動の実

施 

 税・公金の電子納付の普及促進に向けた効果的な施策（地方税納入サービ

スにおいて生じている納付済通知書の電子化にむけた取組み等）の検討・

実施 

6. 金融犯罪およびマネー･ローンダリング、FATF への対応（目標⑯）【担当：金融犯罪対応等検討部
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課題（大項目） 
2026 年度の具体的な取組み 

 課題（中項目） 

会、マネー・ローンダリング問題検討部会】 

 (1) 金融犯罪の被

害防止 

 特殊詐欺、投資詐欺、フィッシング詐欺および口座売買等の金融犯罪の犯

罪動向を踏まえた取組みの充実（金融犯罪防止啓発活動の実施等） 

 インターネットバンキング等に関連する不正出金などの足下の犯罪手口

を踏まえた、会員銀行向けの情報提供・注意喚起や顧客向け周知広報等の

施策の検討・実施 

(2) AML/CFT 態

勢の高度化 

 FATF に関係する情報収集、会員銀行への情報提供および対応の検討 

 AML/CFT に係る国際的な動向の情報収集、重要文書翻訳等の会員銀行へ

の情報提供 

 顧客向けの周知広報活動の検討・実施 

 マネロン対応高度化官民連絡会等を通じた当局と他業態（協同組織金融機

関を含む）との連携の強化 

7. 人権・ダイバーシティを巡る動向を踏まえた取組みの充実（目標⑤、⑩）【担当：人権・同和問題検

討部会、サステナビリティ推進検討部会】 

 (1) 人権・ダイバ

ーシティを巡る

動向を踏まえた

取組みの充実 

 「銀行業 男女間賃金格差解消アクションプラン」の取組状況等を把握す

るためのアンケート調査の実施および取組事例集の作成・展開を含む会員

宛還元の実施、関係省庁等における議論のフォロー・ヒアリング等での意

見発信および会員銀行への情報提供・還元等 

 関連情報の提供（人権講演会の開催、人権だよりの発行等） 

 人権啓発活動支援の実施等（人権テキストの作成、人権啓発標語の募集・

表彰等） 

(2) 人的資本に関

する理解や取組

促進に向けた支

援 

 会員銀行の人的資本に関する理解や取組促進に向けた支援の実施 

 
以 上 


